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「外来種」とは、一般的には、人によって本来の生息・生育地からそれ以外の地

域に持ち込まれた生物をいい、我が国の野外に生息する外国起源の外来種の数は、

2,000 種を超えるといわれている。アメリカザリガニやウシガエル、ホテイアオイ

等は身近な動植物であるが、外国起源の外来種である。このような外来種は、特に

明治時代以降、人の移動や物流が活発になる中で、我が国に持ち込まれてきた。こ

れらの中には、様々な被害を及ぼすものがある。このため、法律により取引や飼養

を規制したり、政府の計画等に沿って防除等が行われたりするなどの対策が講じら

れてきた。 

しかし、例えば、ペットとして人気種であったアライグマは、特定外来生物によ

る生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成 16 年法律第 78 号。以下「外来生

物法」という。）に基づく特定外来生物に指定され、防除の取組も行われてきたが、

その生息分布域は 10年前に比べて約 3倍に拡大し、農作物の食害等も生じている。

また、こう傷等により人の生命・身体に被害を及ぼすヒアリが平成 29 年 6 月に国

内で初めて確認されている。外来種対策は、終わりなく、不断の取組が必要な政策

と考えられる。 

本政策評価は、以上のような状況を踏まえ、外来種対策の推進に関する政策につ

いて評価を行おうとするものである。その際、具体的な取組の実態を知るため、外

来生物法に基づく特定外来生物に指定されている外来種のうち、その定着段階等に

応じて四つの外来種（ヒアリ、アライグマ、オオキンケイギク及びセイヨウオオマ

ルハナバチ）を選んで対策の取組状況を実地に調査することとした。 

全体的な調査結果については、引き続き精査を行っているところであるが、今回、

政策評価審議会の提言（令和 3 年 3 月 17 日）において、関係行政機関による迅速

な対応・改善につなげる観点から、調査結果を最後に一つの報告書にまとめて公表

する形にこだわらず、「調査結果の扱いの多様化」を図ることとされた趣旨を踏ま

え、現時点で整理できたものについて、中間報告を行うこととした。 

この評価結果を踏まえ、関係行政機関においては、その政策の改善に取り組むこ

とを期待する。
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第 1 評価の対象とした政策等 

1 評価の対象とした政策 

  本政策評価においては、外来種対策の推進に関する政策として、次の法律、

計画等に基づいて関係行政機関が実施している外来種対策の推進に関する各種

施策・事務事業を評価の対象としている。 

〇 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成 16 年法

律第 78 号。以下「外来生物法」という。） 

〇 「生物多様性国家戦略 2012-2020」（平成 24 年 9 月 28 日閣議決定） 

〇 「外来種被害防止行動計画」（平成 27 年 3 月 26 日環境省、農林水産省及び

国土交通省。以下「行動計画」という。） 

 

2 評価を担当した部局及びこれを実施した時期 

  総務省行政評価局 評価監視官（連携調査、環境等担当） 

  令和元年 8 月から実施中 

 

3 評価の観点 

  本政策評価は、行動計画等により取り組まれている外来種対策の推進に関す

る施策等について、関係行政機関等における各種取組の実施状況を明らかにす

るとともに、当該取組の効果を検証し、関係行政機関等の今後の在り方の検討

に資するために実施したものである。 

 本政策評価では、具体的な取組の実態を把握するため、外来生物法に基づく

特定外来生物に指定されている四つの外来種（ヒアリ、アライグマ、オオキンケ

イギク及びセイヨウオオマルハナバチ）を選んで対策の取組状況を実地に調査

した。本中間報告では、このうち、人体にとって危険な生物とされるヒアリ及び

農林水産業に深刻な影響を与えているアライグマについて、関係行政機関によ

る迅速な対応・改善につなげる観点から、現段階で整理した調査結果等につい

て報告を行う。 

 

4 政策効果の把握の手法 

  関係省、都道府県、市町村、関係団体等を対象に、四つの外来種（ヒアリ、ア

ライグマ、オオキンケイギク及びセイヨウオオマルハナバチ）に係る外来種対

策の推進に関する各種取組の実施状況、国の各種取組の活用状況、関係機関の

連携状況等について実地調査を行い、その実施状況や効果等を把握した。 

 

5 調査対象機関等 

(1) 調査対象機関 

環境省、農林水産省、国土交通省 
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(2) 関連調査等対象機関 

都道府県(13）、市町村(26）、関係団体等（猟友会支部等(22）、外来生物法

に基づく防除の認定を受けた団体（7）、生物多様性保全推進交付金の交付対

象協議会（6）、養蜂等振興強化推進事業の事業実施主体(4）、関係事業者（17）） 

 

6 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項 

  本政策評価の企画立案及び取りまとめに当たって、次のとおり、政策評価審

議会の審議に付し、本政策評価の全般に係る意見等を得た。 

①  令和元年 7 月 10 日 政策評価計画 

② 令和 3 年 5 月 26 日 調査の状況（実地調査結果の中間報告） 

  なお、上記審議会の議事要旨及び議事録は総務省ホームページで公開してい

る。  

（ https://www.soumu.go.jp/main sosiki/hyouka/hyokashingikai n/hyoukas

hingikai.html） 

 

また、本政策評価の政策効果を把握するための手法の検討に当たって、次のと

おり、学識経験者、専門家等の協力を得た。 

○ 国立研究開発法人国立環境研究所 

 

7 政策の評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項 

  当省が実施した実地調査結果のほか、主として次の資料を使用した。 

① 行政事業レビューシート（環境省、農林水産省、国土交通省） 

② 生物多様性国家戦略 2012-2020 の実施状況の点検結果（生物多様性国家戦

略関係省庁連絡会議） 

③ 特定外来生物等専門家会合資料（環境省） 

④ ヒアリ対策関係省庁連絡会議資料（環境省） 

⑤ 特定外来生物ヒアリに関する情報（環境省） 

⑥ 平成 29 年度要注意鳥獣（クマ等）生息分布調査報告書（環境省） 

⑦ 河川水辺の国勢調査（国土交通省） 
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第 2 評価の対象とした政策の概要等 

1 外来種対策の推進に関する政策の背景・経緯 

(1) 外来生物法の制定、特定外来生物の指定 

「外来種」とは、一般的には、人によって本来の生息・生育地からそれ以

外の地域に持ち込まれた生物をいう。我が国の野外に生息する外国起源の

外来種の数は、2,000 種を超えるといわれている。アメリカザリガニやアカ

ミミガメ（ミドリガメ）、ウシガエル、オオクチバス、セイヨウタンポポ、

金魚の水草で親しまれているホテイアオイ等は、身近な動植物であるが、外

国起源の外来種である。このような外来種は、特に明治時代以降、人の移動

や物流が活発になる中で、ペットや展示用、食用、研究等を目的として輸入

されたり、又は荷物、乗り物等に付着して侵入したりという形で持ち込まれ

ている。 

これらの中には、我が国の在来種の捕食等による生態系への被害のほか、

こう傷等による人の生命・身体への被害、食害等による農林水産業への被

害、文化財の汚損、悪臭の発生等、様々な被害を及ぼすものがある。このた

め、平成 16 年 6 月に、外来生物法が制定された。外来生物法は、上記のよ

うな生態系等に被害を及ぼすおそれのある外国起源の外来種を「特定外来

生物」として指定し、飼養・栽培・保管・運搬、輸入、譲渡、放出等を規制

するとともに、国、地方公共団体等が防除等を実施することとしている。 

そして、外来生物法の施行（平成 17 年 6 月）以降 9 回の指定により、哺

乳類、両生類、魚類、昆虫類、植物等の各分類群のうち 156 種類の特定外来

生物が規制及び防除の対象となっている。その中には、上記に掲げた外来種

のうちウシガエル（両生類）、オオクチバス（魚類）や、本政策評価で対策

の効果の発現状況を調査したヒアリ（昆虫類）、アライグマ（哺乳類）、オオ

キンケイギク（植物）、セイヨウオオマルハナバチ（昆虫類）等が含まれる。 

特定外来生物の防除については、生態系等に係る被害の発生を防止する

ため必要があるときに、主務大臣及び関係行政機関の長（以下「主務大臣等」

という。）が、対象とする生物ごとに防除の目標や方法などを定めて公示し

た上で（防除の告示）、防除を行うものとされている。また、地方公共団体

や民間団体など主務大臣等以外の者が防除を行う場合には、主務大臣等が

定めた防除の告示に適合する活動である旨の確認又は認定を受けることに

より、外来生物法による飼養等の規制の適用を受けないで防除を行うこと

が可能となる。 

なお、特定外来生物の防除の主体については、外来生物法に基づき平成

26 年 3 月 18 日に閣議決定された「特定外来生物被害防止基本方針」におい

て、国は、制度上その保全を図ることとされている地域など、全国的な観点

から防除を進める優先度の高い地域から防除を進めるとともに、国以外の

者が行う取組を促進することとされる一方で、地域の生態系等に生ずる被
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害を防止する観点から、地域の事情に精通している地方公共団体や民間団

体等が行う防除も重要であり、これらの者による防除が積極的に進められ

ることを期待するものとされている。 

図 1 外来生物法に基づく防除等の仕組み 

（注）1 環境省資料に基づき、当省が作成した。 

2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号。以下「鳥獣

保護管理法」という。）

(2) 行動計画、生態系被害防止外来種リストの策定

平成 22 年 10 月の生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）において

採択された愛知目標（注 1）の中で侵略的外来種（注 2）への対策が掲げられた

ことを受け、平成 24 年 9 月 28 日に閣議決定された「生物多様性国家戦略

2012-2020」は、愛知目標の達成に向け、行動計画、生態系被害防止外来種

リストを策定することを主要行動目標として掲げた。

（注 1）平成 22 年 10 月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議で採択された生物多

様性の保全に係る具体的な行動目標としての 20 の個別目標 

（注 2）外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるもの 

ア 平成 27 年 3 月に環境省、農林水産省及び国土交通省が策定した行動計

画は、国、地方公共団体、事業者等の多様な主体が連携した外来種対策を

主務大臣等による防除の告示
（①防除の目標 ②防除の方法 ③適正な防除を進めるために必要な事項を定め、公示）

主務大臣等
（環境省、農林水産省、国土交通省）

地方公共団体 民間団体・個人

捕獲等した特定外来生物の生きたままの運搬が可能

防除費用を原因者に請求する権限あり

主務大臣の認定

特定外来生物が鳥獣である場合、
鳥獣保護管理法（注2）は適用除外となり、捕獲等が可能

※ 植物について、条件を満たせば
確認、認定を受けずに運搬可能

鳥獣保護管理法に基づく捕獲との違い
狩猟免許を保持していない者を防除従事者として登録可能
確認、認定を受けた期間中は防除従事者の更新登録が不要

※ 平成28年10月から一定の条件下で被害防
止目的の捕獲を行う場合は不要

外来生物法 鳥獣保護管理法
狩猟免許 不要 必要※

更新登録 不要 必要

私有地に立ち入って防除を行う権限あり

主務大臣の確認

主務大臣の認定を受けた
民間団体・個人には権限なし
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総合的かつ効果的に推進し、我が国の生物多様性を保全することを目的

とし、外来種対策を推進するための八つの基本的な考え方を掲げるとと

もに、国（環境省、農林水産省及び国土交通省）として実施すべき行動（各

種施策・事務事業）と個別の行動目標を定めている。 

図 2 行動計画が掲げる外来種対策を推進するための基本的な考え方 

（注）環境省資料による。

行動計画では、外来種の定着段階に対応した防除の困難性について、次

のような説明がされている。 

外来種は、定着が進むにつれて対策に係る費用や労力等のコストが大きくなり、対応が

困難になるため、対策を実施する場合は、対策の目的を明確化し、それに応じた内容とす

ることが必要である。 

未定着の段階では、新たに侵入した外来種を早期に発見するための情報収集体制の整備

やモニタリングを実施する。 

侵略的外来種の侵入・定着が確認された場合には、被害が顕在化する前の方が駆除や殺

処分等の対応が必要な個体の数も少なくコストも低く抑えることができるため、早期に根

絶を目指し迅速に対応する。 

既にまん延した外来種については、当面は根絶の実現性は低いため、まずは有効性の高

い分布拡大の防止及び局所的な根絶、低密度化を実施し、その状態を継続していく。 



- 6 -

被害が顕在化するまで
看過すると個体数が激増

防除による
個体数の低減

短期間で根絶達成

定着初期に防除を
開始した場合

まん延期に防除を
開始した場合

途中で防除を
中止した場合

再び個体数が増加し
防除前の状態に逆戻り

定着初期 分布拡大期 まん延期

防除初期 防除後期 根絶間近防除初期 根絶間近

密度の低減化等 防除継続、モチベーション維持等 極低密度下に即した手法追加等

根絶達成
低密度の

維持

侵入
発見

図 3 外来種の定着段階に対応した防除の困難性 

（注）環境省資料に基づき、当省が作成した。

イ 平成 27年 3月に環境省及び農林水産省が策定した生態系被害防止外来

種リストは、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又はそ

のおそれがある特定外来生物等の外来種（特定外来生物及び特定外来生

物以外の外来種）を選定したリストである。このリストは、特定外来生物

等を含む 429 種類の外来種を、その対策の方向性等に応じて次の三つの

カテゴリに区分している。

定着を予防する外来種（定着予防外来種） 

国内に未定着のもので、定着した場合に生態系等への被害のおそれ

があるため、導入の予防や水際での監視、野外への逸出・定着の防止、

発見した場合の早期防除が必要な外来種 

特定外来生物であるジャワマングースやヒアリなどのほか、ペット

として輸入されているフェレットや外国産のクワガタムシ、カブトム

シなどが選定されている。

総合的に対策が必要な外来種（総合対策外来種） 

国内に定着が確認されているもので、生態系等への被害のおそれが

多 

少 

生

息

・

生

息

数 
適切な方法で
防除を継続し
た場合
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あるため、国、地方公共団体、国民など各主体がそれぞれの役割にお

いて、防除（野外での取り除き、分布拡大の防止等）、遺棄・導入・逸

出防止等のための普及啓発など総合的に対策が必要な外来種 

特定外来生物であるアライグマやオオキンケイギクなどのほか、ペ

ットとして輸入されたものが野生化したアカミミガメ（ミドリガメ）、

食用として輸入されていたものが野生化したウシガエル（食用ガエ

ル）、ウシガエルの餌として輸入されていたものが野生化したアメリ

カザリガニなどが選定されている。 

 

適切な管理が必要な産業上重要な外来種（産業管理外来種） 

産業又は公益的役割において重要であり、現状では生態系等への影

響がより小さく、同等程度の社会経済的効果が得られるというような

代替性がないため、利用において逸出等の防止のための適切な管理に

重点を置いた対策が必要な外来種 

特定外来生物であるセイヨウオオマルハナバチなどのほか、釣り用

に放流されているニジマス、食用に栽培されているキウイフルーツな

どが選定されている。 

 

環境省は、「生態系被害防止外来種リストが作成されて以降、同リスト

掲載種の中から、規制・防除等を行う必要性が高いと判断された種につい

て、個別に専門家会議で審議を行い、特定外来生物に追加指定する手順と

している。」としている。 

このため、生態系被害防止外来種リストに掲載された生物種が、必ずし

も外来生物法の特定外来生物として指定されているわけではない。同リ

ストで対策の優先度が高いとされている緊急対策外来種（注 3）や重点対策

外来種（注 4）などに区分される生物種であっても、特定外来生物に指定さ

れていないものもある。 

（注 3）対策の緊急性が高く、積極的に防除を行う必要があるもの 

（注 4）甚大な被害が予想されるため、対策の必要性が高いもの 

 

国民との関係でみれば、特定外来生物に指定され外来生物法の適用を

受ける生物種については、国民の飼養や取引などの活動に対する規制を

かけることが可能になるが、同リストに掲載することのみでは、政府の外

来種対策における当該生物種に対する基本的な考え方などが明らかにさ

れているにとどまり、そのままでは飼養や取引などの活動に対する規制

まではできないことになる。外来種対策では、生物種によって、そのよう

な対策の違いが結果的にできている。 
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図 4 生態系被害防止外来種リストの概要図 

 

（注）1 生態系被害防止外来種リスト及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法

律施行令（平成 17 年政令第 169 号）別表第 1 に基づき当省が作成した。 

2 生態系被害防止外来種リストに掲げられている外来種のうち、外来生物法に基づく特定外来

生物に指定されている生物種の数 

3 生態系被害防止外来種リストと外来生物法は、生物種の分類の仕方が異なるため、外来生物法

に基づく指定数（156 種）とは必ずしも一致しない。 

 

2 外来種対策の推進に関する政策の効果の把握 

以上の経緯を経て整備されてきた外来種対策については、外来生物法や行動

計画等を踏まえる限り、その目標は、生態系等に被害を及ぼすおそれのある外

国起源の外来種について飼養等の規制により新たな導入を防止するとともに、

計画的に防除を推進することにより、防除の優先度の高い外来種を制御し又は

根絶すること、そのことにより、希少種の生息状況や本来の生態系の回復を促

進させることと考えられる。 

環境省は、特に生物多様性保全上重要な地域である奄美大島における「マン

グースの捕獲努力量あたりの捕獲数」について、数値目標を掲げて個別の評価

（注 2） 

（注 3） 
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を行っている（注 1）。しかしながら、これ以外に、外来種対策に関する政策につ

いての総合目標を掲げて、分析や評価を明らかにするような環境省の資料は見

当たらなかった。また、特定外来生物の防除については、防除の告示において、

適切な目標を定めて実施するものとされているものの、目標やその達成状況等

に関する情報は提供されていない。政策の現状を評価し、改善等に結び付けて

いくことを本来の目的とする政策評価の視点から見れば、例えば、「計画的な防

除」、「（外来種の）制御」、「（外来種の）根絶」、「希少種の生息状況や本来の生

態系の回復」などについて、何らかの目標を掲げ、その達成度を測ることで、

この政策についての効果を明らかにすることも理論上考えられる。外来種対策

の場合、国（その中でも複数府省が関係する。）、地方公共団体、民間団体、民

間企業、国民と関与する主体が多いことからも、現状把握と今後の展望につい

てはニーズがあるはずである。しかし、上記 1 で指摘した生物種による対策の

違いがあることから、一口に外来種対策と認識される政策群であっても、一つ

の枠組みで現状を評価しようとすれば困難が多いことが、分析や評価が明らか

にされていない一因であろう。 

（注 1）令和元年実施施策に係る政策評価書（施策名：5-3 野生生物の保護管理） 

 

そこで、本政策評価では、外来種対策が、外来種の定着段階や生物種の特質

に応じて異なり得るという特徴を有することを踏まえ、複数の特定外来生物を

選定し、その特定外来生物の生物種ごとに、防除等の取組の現状、当該特定外

来生物が制御され又は根絶されているか、当該特定外来生物により被害を受け

た生態系や農林水産業が回復しているかなどの対策の効果の発現状況を調査し

て実態を明らかにするとともに、外来種対策の推進に関する政策の効果の把握

を試みることとした。 

具体的には、生態系被害防止外来種リストの三つの区分（上記 1(2)イ参照）

を参考に、同リストで整理されている対策の優先度等も踏まえつつ、「定着予防

外来種」のヒアリ（昆虫類）、「総合対策外来種」のアライグマ（哺乳類）及び

オオキンケイギク（植物）、「産業管理外来種」のセイヨウオオマルハナバチ（昆

虫類）の 4 種類について扱うこととした。 

今回は、このうち、人体にとって危険な生物とされるヒアリ及び農林水産業

に深刻な影響を与えているアライグマについて、結果を取りまとめ、中間報告

を行う（注 2）。 

（注 2）オオキンケイギク及びセイヨウオオマルハナバチについては、引き続き政策の効果の把握に努め、改めて報

告する。 
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表 本政策評価の調査の対象とした外来種の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）生態系被害防止外来種リスト等に基づき当省が作成した。本中間報告においては、このうちヒアリ、アライ

グマについて報告を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和名 分類 行動計画の観点 外来種対策の方向性 導入の経緯 

ヒアリ（アカヒアリ） 昆虫類 
導入・逸失の防止 

（予防） 
定着予防外来種 

主に外国からの

輸入物資に付着 

アライグマ 哺乳類 防除の推進 総合対策外来種 

ペット用として

流通していたも

のが野生化 

オオキンケイギク 植物 防除の推進 総合対策外来種 

観賞用、緑化用と

して導入したも

のが野生化 

セイヨウオオマルハナバチ 昆虫類 
導入・逸失の防止 

（代替種への転換） 
産業管理外来種 

温室栽培作物（主

にトマト）の受粉

を目的に利用 
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第 3 政策効果の評価結果等  

1 定着予防外来種（ヒアリ） 

(1) ヒアリの特徴、定着段階等の現況 

ヒアリは、南米原産で、攻撃性が強く、刺された場合、体質によってはア

ナフィラキシー症状を引き起こす可能性があるなど人体にとって危険な生

物とされる。また、在来のアリ類を駆逐してしまうなど生態系への影響が懸

念されている。このため、平成 17 年 6 月の外来生物法の施行と同時に特定

外来生物に指定（第一次指定）されており、主務大臣は、環境大臣である。

また、生態系被害防止外来種リストによれば、ヒアリは、生態系被害が大き

く、かつ人体や経済・産業に大きな影響を及ぼすものとして、定着を予防す

る外来種（定着予防外来種）のうちの「侵入予防外来種」とされ、定着段階

は「未定着」であるとされている。 

 

図 1-(1)-① ヒアリ写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html） 

 

国内では、平成 29 年 6 月に初めて確認されて以降、令和 2 年 8 月末まで

に 16 都道府県で計 56 事例が確認されている。発見場所の内訳をみると、

港湾や空港の敷地で発見されたものが 35 事例、それ以外の場所で発見され

たものが 21 事例となっている（図 1-(1)-②参照）。確認された全ての事例

において個体は殺虫処理されており、我が国ではヒアリの定着は確認され

ていない。 

 

しかし、令和元年 10 月、東京港青海ふ頭の地面の巣から 50 個体以上の

女王アリが確認されるなど、定着が危惧される状況となっており、上記のと

おり、港湾等だけでなくそれ以外の場所で発見された例がみられることも

考え合わせると、ヒアリ対策については、特に港湾等の水際での早期発見、

根絶等の侵入対策の緊急性、重要性が高まっていると言える。 

また、上記 56 事例のうち、国内への侵入経路が判明したものは 34 事例

みられ、このうち中国を出港地とするコンテナや貨物にヒアリが付着して
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侵入したものは 29 事例（85.3％）と多くを占めていることから、環境省は、

元栓対策（ヒアリを入れない対策）として中国との協議を継続していくとし

ている。 

 

なお、ヒアリについては、国内に侵入・定着した場合に甚大な被害を及ぼ

すおそれがあることから、その防止に政府一丸となって対応していくため、

「ヒアリ対策関係閣僚会議」が開催されており、これまで、平成 29 年 7 月

と、令和元年 10 月の 2 回開催されている。 

 

図 1-(1)-② ヒアリが確認された 56 事例の場所（令和 2 年 8 月末現在） 

 
 

（注）1 環境省資料に基づき、当省が作成した。 

2 （ ）書きは、ヒアリの確認事例のうち、港湾や空港での発見事例を示す。 

3 本表では、上記 56 事例のうち、同一の事例で複数地点でヒアリが発見されたものについ

ては、それぞれの地点で計上しているため、これらを合計すると計 65 地点となっている。 

 

(2) 政策の効果の発現状況 

ヒアリに関する対策は、現時点では、いわゆる水際対策、国内への侵入対

策である。その主な取組としては、環境省は、表 1-(2)-①のとおり、ヒア
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リの国内への侵入経路は中国を出港地とするものが多くを占めていること

から、中国等からの定期コンテナ航路を有する全国の港湾を対象に、毎年定

期的にヒアリの生息調査を実施していることが挙げられる。 

ヒアリ対策の成果に関する限り、国内で 56 事例のヒアリが確認されてい

るものの、その定着は確認されておらず、このような対象を重点化したモニ

タリングは、ヒアリの水際での早期発見に効果を上げているものと評価す

ることができる。 

 

    表 1-(2)-① ヒアリが確認された 56 事例の年度別事例数 

区分 平成 29 年度 30 年度 令和元年度 2 年度 

確認事例数（計 56） 26 12 10 8 

うち生息調査（計 22） 10 3 5 4 

うち 68 港湾（計 34） 15 6 7 6 

（注）1 「うち生息調査」とは、ヒアリが確認された事例のうち、中国、台湾等からの定期コン

テナ航路を有する全国の港湾を対象に環境省が年 2 回以上実施しているヒアリの生息調

査、突発的に発見された際の環境省が実施する周辺調査、地方公共団体が独自に実施して

いるヒアリの生息調査等を端緒としたヒアリの確認事例数 

2 「うち 68 港湾」とは、ヒアリが確認された事例のうち、中国、台湾等からの定期コン

テナ航路を有する港湾（令和元年度及び 2 年度は、休止航路を除く 65 港湾）におけるヒ

アリの確認事例数 

3 令和 2 年度は、令和 2 年 8 月までの事例数 

 

しかしながら、現場においてヒアリが発見された事例を見ると、定期的な

調査だけではなく、突発的に発見された事例が少なくない。これに関し、課

題と考えられることがみられたので、以下に述べる。 

 

(3) 港湾等における水際対策の現状 

ア 港湾等の水際での早期発見に向けた対策は以下のとおりである。 

まず、国の対応をみると、環境省は、国土交通省と連携して、平成 29

年度から、中国、台湾等からの定期コンテナ航路を有する全国の 68 港湾

（令和元年度及び 2 年度は、休止航路を除く 65 港湾）を対象に、ヒアリ

の生息調査を年 2 回以上実施している。令和 2 年 8 月末までの確認実績

は、計 9 港湾で 13 事例である。 

また、国土交通省と空港管理者は、平成 29 年度から、国際線が就航す

る全国の空港（令和元年度は 31 空港）を対象に、ヒアリの生息調査を年

2 回実施している。現時点までに確認された事例はない。 

次に、地方公共団体の対応をみると、表 1-(3)-①のとおり、調査対象

12 港湾管理者（注 1）のうち 7 港湾管理者では、平成 29 年 4 月から令和元

年 8 月までに、上記の国による生息調査とは別にヒアリの生息調査を実
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施している。このうち 2 港湾管理者がヒアリを 2 事例（それぞれ１事例）

確認した。 

（注 1）本項目（第 3 の 1）では、中国、台湾等からの定期コンテナ航路を有する港湾の港湾管理

者（計 12 地方公共団体）及び同港湾が所在する地方公共団体（計 9 地方公共団体）の計 21

地方公共団体を調査対象としているが、本細目（1(3)ア）では、港湾管理者のみを調査対象

としている。 

 

表 1-(3)-① 港湾管理者が独自にヒアリの生息調査を実施している例 

港湾管理者 対象港湾 

独自調査に

よるヒアリ

の発見 

事例概要 

Ａ県 Ｂ港 無 兵庫県において国内で初めてヒアリが発見され

たことを契機に、平成 29 年 6 月から 8 月にかけて、

コンテナヤードの目視及び殺虫剤の設置などを実

施した。 

なお、その後は、環境省が定期的に生息調査を行

っていることから、独自の調査は実施していない。 

Ｃ県 Ｄ港 無 平成 29 年度以降、環境省が生息調査を実施する

月を除き毎月、目視による調査を実施している。な

お、同調査の結果について、毎回公表している。 

Ｅ県 Ｆ港 無 平成 29 年度に公共ふ頭において、トラップによ

る調査を 4 回実施した。 

Ｇ港管理

組合 

Ｈ港 無  平成 29 年度以降、環境省が実施する生息調査に

加えて、コンテナターミナル内の目視による調査を

年 6 回以上実施している。調査に当たっては、Ｉ地

方環境事務所、Ｊ地方整備局、Ｋ県と調査方法及び

調査結果について情報共有を図っている。 

Ｌ県 Ｍ港 有 平成 29 年度以降、ヒアリの侵入の有無等を確認

するため、県独自に調査を実施している。調査範囲

はＮ（人工島）の 2 ふ頭及び以北の 1 ふ頭であり、

各年度 3 回以上、トラップ及び目視による調査を実

施している。 

Ｏ県 Ｐ港 有 平成 29 年度以降、それぞれのコンテナターミナ

ルにおいて、目視調査（4 月から 10 月は毎月 2 回

以上、11 月から翌 3 月は毎月 1 回実施）及びトラ

ップ調査（4 月から 10 月に毎月 1 回実施）を県単

独事業で実施している。 

Ｑ港 無 

Ｒ港 無 

Ｓ県 Ｔ港 無 平成 29 年度以降、港湾施設の維持管理業務の一

環として毎日目視点検を実施している。また、環境

省が生息調査を実施しない月について、原則月 1

回、粘着トラップを設置した調査を実施している。 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 平成 29 年 4 月から令和元年 8 月までの実績 

 

イ なお、令和元年 10 月の東京港青海ふ頭におけるヒアリの女王アリの大
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量確認を受けて、環境省は、水際対策のフェーズが変わったと言わざるを

得ないとして、同ふ頭において、個別の巣の防除からふ頭全域の全面的防

除に移行すること、確認地点の周辺調査の範囲を従来の目安である半径

2km にとらわれずより広域を調査すること、これまで主に調査していた公

有地に加えて民有地についても調査・防除を実施すること等、確認調査を

強化するとした（令和元年 10 月 21 日ヒアリ対策関係閣僚会議）。 

  

(4) ヒアリ発見時の初動体制と課題 

ア ヒアリが確認された 56 事例について、発見の端緒別にみる。 

国や地方公共団体が実施した生息調査によるもの（突発的に発見され

た際の周辺調査等を含む。）は 22 事例（39.3％）である。残りの 34 事例

（60.7％）は、予期せず突発的に発見されたものである。このうち、地方

公共団体により発見された 1 事例を除く 33 事例は、港湾関係者等により

発見されている。そして、発見者の半数は、まず、地方公共団体に通報し

ている。その場における殺虫処理等も、通報先の地方公共団体からの指示

を受けて港湾関係者等の発見者が行っている。 

このようなことから、ヒアリの水際での防除の現場では、地方公共団体

や港湾関係者等の発見者が大きな役割を果たしていると言える。 

 

イ 環境省は、地方公共団体との関係について、平成 29 年 7 月、都道府県

に対し、簡易的な同定（生物の分類上の所属や種名を決定すること）と疑

い事例の報告、市町村等への情報周知と連携体制の確保等を要請してい

る。 

また、同省は、平成 30 年 1 月、「ヒアリの防除に関する基本的考え方」

を作成・公表（令和 2 年 3 月最終改訂）し、地方公共団体に対し、港湾等

でヒアリが発見された際の状況に応じた防除の方法のほか、ヒアリの発

見時における国と地方公共団体等との連絡体制について大まかなチャー

トを示している（図 1-(4)-①参照）。 

しかし、上記の要請や考え方だけでは、個別の現場における関係機関の

具体的な連絡体制や役割分担、対応フローについては、適切に機能するた

めに必要な事項が細部まで決まっていない。これは、現場は組織や事情が

多様であることなどから、むしろ、当然のことかも知れない。しかし、初

動において重要な「簡易的な同定と疑い事例の報告」、「連携体制の確保」

等については確かに機能するとは言い難い。個別の現場で、実際のオペレ

ーション（実動）のために必要な役割分担や連絡体制についての打合せ、

取決め等を別途行わない限り、現場の関係者のその場での対応や手腕に

左右されることになる。 

なお、ヒアリの殺虫処理のための薬剤、生息調査のためのトラップ等の



- 16 - 
 

資材の準備の在り方についても地方公共団体の判断に委ねられている。 

 

図 1-(4)-① ヒアリと疑わしいアリを確認したときの連絡体制 

 

（注）「ヒアリの防除に関する基本的考え方 Ver.3.0」（令和 2 年 3 月環境

省自然環境局野生生物課外来生物対策室）から抜粋 

 

ウ そこで、今回、調査対象 21 地方公共団体において、ヒアリが発見され

た場合の初動に関する実動のための連絡体制等の整理の状況（令和元年 8

月現在）をみたところ、11 地方公共団体では、関係機関との連絡体制や

役割分担を取り決めていない一方、残りの 10 地方公共団体では、これら

を取り決めているとしている。このうち 2 地方公共団体では、独自にヒ

アリの初動対応を含む防除マニュアルを作成し、同マニュアルにおいて

関係機関との連絡体制等を取り決めていた例もみられた（表 1-(4)-①、

表 1-(4)-②参照）。 

なお、これまでにヒアリが確認された地方公共団体の中でみても、関係

機関との連絡体制等を取り決めている地方公共団体と取り決めていない

地方公共団体のいずれもみられる。 
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表 1-(4)-① 地方公共団体において連絡体制等を整理している主な例 

地方公共 

団体名 

ヒアリの

発見 
事例概要 

Ａ県 無 Ａ県は、迅速な初動対応が行われるよう、同県の関係各

課の連絡体制等について整理（平成 29 年 8 月）している。

今後、管内でヒアリが発見された場合には、連絡体制等に

従って、地方環境事務所の指示を受けながら、状況に応じ

て対応することになるとしている。 

Ｂ市 無 Ｂ市は、管内に港湾を有しており、ヒアリの侵入又は定

着が懸念されることから、迅速で的確な初動対応を行うこ

とを目的に、同市の関係各課の連絡体制（情報の分類（ヒ

アリに係る相談、ヒアリが疑われる事例、国等からの情報

提供）に応じた対応フロー）や役割分担を整理（平成 29 年

8 月）している。 

Ｃ県 有 Ｃ県は、兵庫県において国内で初めてヒアリが発見され

たことを契機に、同県の関係部局や港湾を有するＤ市及び

空港を有するＥ市のヒアリ対策に係る担当者の緊急連絡

先を作成し、年 1 回更新している。 

また、ヒアリと疑われる通報事例があった際の連絡体制

（対応フロー）を整理（平成 29 年 7 月）し、同県の関係

部局や市町村に共有している。 

Ｆ県 無 Ｆ県は、ヒアリが発見された（疑いを含む）場合に備え

て、①端緒、②発見状況の聞き取り、③ヒアリの疑い有り、

④ヒアリ確認といった区分に沿って、ヒアリ関係危機対応

事案発生時の連絡体制等を整理（平成 30 年 9 月）してい

る。同連絡体制等については、同県の環境部局においては、

各振興局及びＧ市と共有しており、港湾部局においては、

地方環境事務所、同県の環境部局、振興局及び港湾事務所

と共有している。 

Ｈ港管理

組合 

有 Ｈ港管理組合は、ヒアリの同定、駆除方法、港湾関係者

等から通報があった場合、職員が速やかに対応できるよう

にすることを目的として、連絡体制等を整理（平成 31 年 4

月）し、港湾労働者に周知するとともに、同港管理組合の

職員向け庁内ホームページにおいて公表している。 

（注）当省の調査結果による。 
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表 1-(4)-② 地方公共団体が独自にマニュアルを作成している例 

地方公共団体名 事例概要 

Ａ県（平成 30 年

3 月作成） 

各主体の役割を踏まえてまとめたヒアリ防除対策フロー図、

同定方法、具体的な駆除方法、調査方法やヒアリ対策に必要な資

材等を記載している。また、ヒアリが侵入するリスク別にエリア

ごとの連絡体制及び役割分担を整理している。同連絡体制等で

は、ヒアリを発見したケース別にマニュアルの対象者を明確に

した上で、対応フロー及び対応チェックシートを整理しており、

誰がどのような場合で発見したら対応する必要があるのか明確

にしている。 

Ｂ県（平成 30 年

7 月作成） 

県民・事業者にも分かりやすいマニュアルが必要であったこ

とや県民や港湾事業者等に広く周知することで、県のヒアリ対

策を強化するため、県における具体的な対策内容等を記載した

Ｂ県独自の対応マニュアルを作成している。同マニュアルでは、

県民、事業者等と行政で対応すべき内容を分けて記載している。 

また、県民からの通報対応に係るマニュアルを作成し、県民か

らヒアリに係る通報があった場合の対応について、県（自然環境

課、保健福祉環境事務所、保健環境研究所）及び市町村の役割分

担を明確にしている。 

（注）当省の調査結果による。 

 

しかし、上記の連絡体制や役割分担を取り決めている 10 地方公共団体

の中には、ヒアリ対策に係る関係機関との役割分担について、「どこまで

の対応が求められているのか分からない」、「外来生物法において防除の

主体である国に、強力なリーダーシップを発揮していただきたい」といっ

た意見がみられる（表 1-(4)-③参照）。 
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表 1-(4)-③ 関係機関との役割分担に係る地方公共団体の意見 

・ 都道府県としてヒアリを含めた外来種対策を具体的にどこまで実施する必

要があるのか分からないため、国に示してほしい。 

・ 外来生物対策は法律では国の責務となっており、地方自治体には権限委譲

がなされておらず、法定受託事務にもなっていない。そのため、地方自治体

における外来生物対策のための予算や人員配備は極めて限られているが、現

場としては緊急対応的に対処せざるを得ない状況にあり、負担は年々増大し

ている。国の主導による実効的な外来生物対策に関する体制の構築を求める。 

・ 国に強力なリーダーシップを発揮していただき、ヒアリの侵入初期段階で

の徹底防除や拡散防止のための追跡調査等の対策を国が主体的かつ積極的に

実施していただきたい。 

  また、地方と連携した迅速かつ効果的な体制を構築するとともに、地方が

行う侵入予防、防除措置、拡散防止対策等について必要な支援を行っていた

だきたい。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ヒアリは増殖力が強く、早期に対応しなければ拡散するおそれがある

ため、早期発見と早期対応が必要とされる。しかし、実際、突発的にヒア

リを発見した際の初動対応において、地方公共団体と国（地方環境事務所

及び自然環境事務所。以下「地方環境事務所等」という。）の役割分担に

ついて調整を要したなど、関係機関間の連携が十分に図られていない事

例がみられる（表 1-(4)-④参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 20 - 
 

 

    表 1-(4)-④ 地方公共団体と地方環境事務所等との連携に課題を残した

例 

＜事例 1＞ 

・ 当該都道府県では、平成 29 年に県内で初めてヒアリが発見された際、地方

環境事務所の依頼等を踏まえ、物流事業者に対するコンテナの移動制限等の

要請及び発見場所周辺の侵入状況調査を実施した。 

なお、地方環境事務所と協議した上での対応ではあったものの、ヒアリ防

除のための周辺調査に当たって、想定外の経費負担が生じることとなった。

また、物流事業者に相当の経済的損失（コンテナの移動制限、点検）が発生

すれば、事業者側から損失補填を求められる可能性があった。 

 

＜事例 2＞ 

・ 当該市では、国と地方公共団体との役割分担が明確にされていなかったた

め、平成 29 年に市内で初めてヒアリが発見された際、誰が何を実施すべき

か、地方環境事務所との間で問題となった。 

なお、その後、市内でヒアリが発見されていないこともあり、当該市では、

現在、地方環境事務所において役割分担が整理されているかどうかについて

は承知していないとしている。 

（注）当省の調査結果による。 

 

エ 次に、地方公共団体に対する国の支援について、調査対象 10 地方環境

事務所等における平成 29 年 4 月から令和元年 8 月までの状況をみると、

表 1-(4)-⑤のとおり、連絡体制等についての細目を自ら整理しているも

のが 4 事務所等、簡易同定を実施しているものが 1 事務所等、防除関連

資材（トラップ、殺虫剤等）を提供しているものが 2 事務所等などとなっ

ていた。 

しかし、これらの地方環境事務所等から地方公共団体への支援につい

て、調査対象地方公共団体からは、これらの情報を共有しているとの意見

はみられなかった。これらの情報を地方環境事務所等と管内の地方公共

団体が共有していれば、実動のための取決め（上記ウ）が進むのではない

かと考えられる。 
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図表 1-(4)-⑤ 地方環境事務所等におけるヒアリ対策に係る取組内容 

地方環境事務所等名 
連絡体制等

の整理 

講習会の 

開催 

簡易同定の

実施 

地方公共団体

が行う取組へ

の助言等 

防除関連 

資材の提供 

北海道地方環境事務所  ○    

釧路自然環境事務所      

東北地方環境事務所      

関東地方環境事務所 ○     

信越自然環境事務所 ○ ○   ○ 

中部地方環境事務所 ○     

近畿地方環境事務所 ○  ○ ○  

中国四国地方環境事務所     ○ 

九州地方環境事務所      

沖縄奄美自然環境事務所  ○    

（注）1 当省の調査結果による。 

2 平成 29 年 4 月から令和元年 8 月までの実績 

 

オ 環境省は、東京港青海ふ頭におけるヒアリ確認を受けた対応結果（上記

(3)イ参照）を踏まえ、令和 2 年 5 月、ヒアリの侵入対策について、環境

省に情報を一元化し、環境省が専門家とともに調査・防除の方針を立てる

という方針を明確にしている（注 2）。 

しかし、上記ア～エでみてきたとおり、現場においては、地方公共団体

において関係機関との連絡体制等、実際の防除に役立つ取決めが進んで

いないところもあり、環境省が各地で具体的に働きかけるなどして、連絡

体制等の取決めを促している活動もみられなかった。環境省が定める調

査・防除の方針に則して防除の現場で対策が的確に講じられるために、こ

のような状況で十分かどうかの評価・検証が求められる。 

（注 2）東京港青海ふ頭におけるヒアリ確認を受け、環境省が実施した確認調査について、ⅰ）

実際に現場作業に入るまでに調査対象の土地・施設の管理者等の把握、調査に当たっての必

要な手続の確認等に多大な時間と労力を要したこと、ⅱ）今後、より市街地に近い港湾や内

陸部の地域等においてヒアリが確認された場合、青海ふ頭の事例よりも更に多様な管理・利

用形態の土地で調査・防除を行う必要が生ずることが想定されることから、調査・防除の実

施に際しての連絡・調整について、関係省庁は以下のとおり対応することとされた（令和 2

年 5 月 8 日ヒアリ対策に関する関係省庁会議）。 

① ヒアリが確認された際には、発見者や土地・施設管理者等の属性にかかわらず、速やか

に環境省に情報を集約する。 

② 環境省は、得られた情報を基に専門家とともに調査・防除の方針を立て、速やかに関係

省庁に連絡を行う。 
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カ なお、外来種の水際対策については、最近ではセアカゴケグモの事例が

ある。 

セアカゴケグモは、ヒアリと同様にコンテナや貨物に付着して国内に

侵入してきたとされる特定外来生物で、現在では、全国に幅広く分布して

いる（平成 7 年に国内で初めて確認。令和 2 年 7 月時点で未発見地域は 2

県のみ。）。 

調査対象地方環境事務所等や地方公共団体によれば、セアカゴケグモ

の防除については、発見の都度、駆除依頼や現地調査等の対応をしていた

が、全国的なまん延を食い止められなかった。また、その原因についての

検証が行われ、その後に未定着の外来種が侵入した際の防除の現場の対

応にいかされている状況は、うかがえなかった。 

このような経験を踏まえると、今般のヒアリの防除対策については、ヒ

アリの防除の成否だけでなく、今後の外来種の水際対策における実際の

オペレーションやそのための取決めの在り方を進化させることに役立て

る目的で、検証や評価を行うことが必要と考える。 
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2 総合対策外来種（アライグマ） 

(1)  アライグマの特徴、定着段階等の現況 

アライグマは、北米原産で、1970 年代にテレビ等の影響でペットとして人

気となり、大量に輸入された。しかし、成長すると粗暴になる個体が多く飼

育が難しいことから、野外に遺棄されるなどして全国各地で定着が進んだ。

雑食性のため捕食対象が幅広く、固有在来種の捕食が報告されているほか、

トウモロコシ、メロン、スイカ、イチゴなどの野菜・果樹や家畜飼料等への

食害など農林水産業に深刻な影響を与えている。また、狂犬病にり患してい

る可能性や、アライグマ回虫（人獣共通感染症）が寄生している可能性など

公衆衛生面での危険性もある。 

 

図 2-(1)-① アライグマ写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html） 

 

このため、平成 17 年 6 月の第一次指定で特定外来生物に指定されており、

主務大臣は、農林水産大臣及び環境大臣である。また、生態系被害防止外来

種リストによれば、アライグマは、生態系に係る潜在的な影響・被害が特に

甚大であり、また、人の生命・身体や農林水産業等社会経済に対し甚大な被

害を及ぼす等（注 1）として総合的に対策が必要な外来種（総合対策外来種）

のうちの「緊急対策外来種」とされ、定着段階は「分布拡大期～まん延期」

にあるとされている。 

行動計画では、アライグマを優先的に防除を進めるべき外来種（注 2）に位

置付け、国が効果的、効率的な防除手法の開発やモデル地域における防除体

制の確立（注 3）などを行い、成果をマニュアルとして取りまとめ、共有する

ことで、地方公共団体や民間団体等各主体の防除を支援していくとしている。

また、それに加えて、分布拡大を防止するため、分布情報の把握と分布拡大

地域への迅速な情報提供を行う体制を構築すること、また、侵入初期の効果

的、効率的な防除の実施のための地域における体制構築を促すこと等が、環

境省の行うこととして盛り込まれている。 

（注 1）公衆衛生面の論点もあることから、アライグマ対策については保健所等の関係部門の連携に
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も留意する必要があるという特徴がある。 

（注 2）「優先的に防除を進めるべき外来種」とは、全国に広く分布している、又は今後分布を拡げる

可能性が高い外来種で、生態系被害又は農林水産業被害等をもたらしており、対策の実行可能

性・実効性・効率性が認められるものを指す。 

（注 3）環境省は、全国 7 地域を対象にアライグマの防除手法の検討等を行うモデル事業を実施し、

その結果を踏まえ、23 年 3 月に「アライグマ防除の手引き（計画的な防除の進め方）」（以下「防

除マニュアル」という。）を作成した。 

 

(2) 環境省の取組と成果 

行動計画に基づき、環境省は、平成 22 年度から 29 年度にかけてアライグ

マの生息分布調査を実施し、その結果を踏まえ、全国を 5 ㎞メッシュに区分

して生息分布を表示した図を作成し、30 年 8 月に「平成 29 年度要注意鳥獣

（クマ等）生息分布調査報告書」（平成 30 年 3 月環境省自然環境局生物多様

性センター）を公表した。また、同省は、この 5km メッシュ図をまとめたパ

ンフレットを作成し、同年 9 月に全都道府県及び市町村に情報提供を行った。 

上記の生息分布調査の結果によると、図 2-(2)-①のとおり、平成 17 年度

から 18 年度にかけて実施した調査結果と比較して、アライグマの生息が確

認された都道府県は 35 から 44 に増加しており、生息分布域（メッシュ数）

も 1,388 から 3,862 と約 2.8 倍に拡大している。 
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図 2-(2)-① アライグマの生息分布域の拡大状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「平成 18 年度自然環境保全基礎調査 種の多様性調査（アライグマ生息情報収集）業務報告書」（平成

19 年 3 月環境省自然環境局生物多様性センター）及び「平成 29 年度要注意鳥獣（クマ等）生息分布調査

報告書」（平成 30 年 3 月環境省自然環境局生物多様性センター）に基づき、当省で作成した。 

 

また、アライグマの全国の捕獲頭数については、図 2-(2)-②のとおり、

平成 18 年度には約 1.0 万頭であったものが 28 年度には約 5.2 万頭に増加

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17～18 年（2005～2006 年） 

（平成 18 年度調査結果） 

 

平成 22～29 年（2010～2017 年） 

（平成 29 年度調査結果） 

 

メッシュ数：1,388 メッシュ数：3,862 
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図 2-(2)-② アライグマの全国の捕獲頭数の推移（平成 18～28 年度） 

 
（注）1 環境省「鳥獣関係統計」に基づき、当省が作成した。 

   2 「捕獲頭数」は、外来生物法に基づく防除による捕獲並びに鳥獣保護管理法に基づく被害防止目的

の捕獲及び狩猟による捕獲の合計数である。 

 

アライグマによる全国の農作物被害額は、図 2-(2)-③のとおり、平成 30

年度には 3 億 7,533 万円に達している。平成 18 年度以降の推移をみると、

18 年度（約 1.6 億円）から 22 年度（約 3.5 億円）までに倍増し、以降、毎

年 3 億円台が続いている。 

 

図 2-(2)-③ アライグマによる全国の農作物被害額の推移（平成 18～30 年度） 

 
（注）農林水産省「全国の野生鳥獣による農作物被害状況について」に基づき、当省が作成した。 
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以上から、取組の成果を概観すれは、「アライグマ捕獲頭数は着実に増えて

おり、その意味で『防除』の『除』は成果を上げているが、それによる被害

の縮減にまではつながっておらず、分布の拡大を抑えることもできていな

い。」という評価が可能である。 

我が国の自然の中で生き抜き、分布も拡大しつつあるという生物について、

生息数を減らし、最終的には生態系その他に被害が生じないようにするとい

うことが簡単ではないことは容易に理解できる。しかし、上記のような評価

の叙述において、アライグマ対策が現状の問題点を克服し、改善への知見が

得られるわけではない。 

行動計画で、国は、優先的に防除を進めるべき外来種について、①防除手

法の開発や②モデル地域における防除体制の確立、③マニュアルの作成等を

行って、情報を提供することにより、地方公共団体や民間団体等各主体の防

除を「支援」することとしている。この方針の選択はとてもよく理解できる

が、そうだとすると、今回の調査において、実務には考慮すべき二つの課題

があるように考えられた。一つは実際に現場で防除に取り組んでいる地方公

共団体への生息分布情報の提供の在り方であり、もう一つは外来生物法と鳥

獣保護管理法という二つの制度に基づいて行われている実際の取組に関す

る評価情報の提供の検討である。以下詳述する。 

 

(3) 環境省の生息分布調査の活用状況等 

ア 上記(2)の環境省のアライグマの生息分布調査結果について、分布拡大防

止の最前線に立つ地方公共団体においての活用が想定されていると考えら

れる。そこで、令和元年 8 月末現在の活用状況をみると、調査対象 30 地方

公共団体（注 4）のうち、当該調査結果を活用したとしているものは 1 地方

公共団体にとどまり、活用していないとしているものが 12 地方公共団体、

承知していないとしているものが 17 地方公共団体となっていた。また、当

該調査結果を活用しているとした 1 地方公共団体を除く 29 地方公共団体

に対し、改めて当該調査結果を閲覧した上での意見を求めたところ、全国

の分布状況を把握することができる点を評価する意見がある一方、5 ㎞メ

ッシュではおおよその位置しか把握することができず、生息密度が分から

ないため、地方公共団体においては活用が進まないのではないかといった

意見もみられた。 

（注 4）本項目（第 3 の 2）では、「平成 29 年度要注意鳥獣（クマ等）生息分布調査報告書」におい

て、アライグマの生息が確認されている地方公共団体のうち、30 地方公共団体（10 都道府県、

20 市町村）を調査対象とした。 
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イ アライグマの捕獲は、外来生物法に基づく場合と、鳥獣保護管理法に基

づく場合がある（詳細は、2(4)ア参照）。環境省は、それぞれについて、地

方環境事務所等と都道府県を通じて全国の捕獲頭数を毎年度把握し、その

結果を「鳥獣関係統計」として公表している。しかし、環境省が公表して

いる数値は、令和 2 年 11 月末現在で、4 年前の平成 28 年度実績が最新と

なっている上に、都道府県単位の情報となっている。 

他方、調査対象とした市町村からは、「他市町村における外来生物法に基

づく捕獲頭数が分からないため、予算要求に際して、他市町村の取組と比

較した説明が財政当局に対してできないので、環境省から市町村単位の情

報を示してほしい」との意見があった。捕獲等の防除活動を実施する市町

村においては、防除計画の策定や見直し、予算を組む等の準備が必要であ

る。アライグマの分布は、市町村の行政区割りとは関係がないが、これらの

具体的な準備のためには、当該市町村と隣接する市町村を含む近隣地域全

体の捕獲頭数の情報が役に立つと考えられることから、このようなニーズ

は理解できる。 

実際、調査対象とした都道府県の中には、上記のニーズに応える取組を

行っているところも見受けられる。当該都道府県では、管内の各市町村に

おける捕獲頭数の情報について、外来生物法に基づく捕獲頭数を含めて毎

年度集約し、全市町村の情報をフィードバックしている。 

 

(4) 地方公共団体による捕獲の取組 

ア アライグマによる被害を防止するため、地方公共団体や民間団体等がア

ライグマを捕獲する場合、外来生物法に基づく防除と鳥獣保護管理法に基

づく被害防止目的の捕獲のいずれの仕組みも活用することができる。両者

の特徴は、表 2-(4)-①のとおりである。 
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表 2-(4)-① 外来生物法に基づく防除と鳥獣保護管理法に基づく捕獲の特徴 

区 分 
外来生物法に基づく 

防除による捕獲 

鳥獣保護管理法に基づく 

被害防止目的の捕獲 

目 的 

・特定外来生物による生態系、人

の生命若しくは身体、農林水産

業に係る被害防止 

・被害未発生時の予防的捕獲、生

態系からの完全排除も含んだ計

画的な防除が可能 

野生鳥獣による生活環境、農林水

産業、生態系に係る被害防止等（予

察捕獲（注 2）により、外来鳥獣を

根絶又は抑制するため、積極的な

被害防止を目的とした捕獲も可

能） 

狩猟免許非所

持者の扱い 

適切な捕獲と安全に関する知識及

び技術を有していると認められる

者は、わなの設置から捕獲、運搬

までの一連の作業が可能 

小型の箱わな等を用いて自宅の敷

地内や農林業者が自らの事業地内

などで鳥獣を捕獲する場合は、狩

猟免許非所持者も許可対象とする

ことができる。 

期間・捕獲数

量 

複数年の計画期間で、捕獲数量の

上限なし 

最長で 1 年以内の捕獲期間で、捕

獲数量を決めて許可申請 

捕獲個体の取

扱い 

特定外来生物を防除に必要な範囲

で生きたまま移動させること（処

分場への運搬等）ができる。 

特定外来生物を処分のため一時的

に保管又は運搬することができ

る。 

手 続 

・地方公共団体が、外来生物法に

基づく防除を行う場合、地方環

境事務所長及び地方農政局長

（北海道は農林水産大臣、沖縄

県は沖縄総合事務局長）に対し、

防除実施計画書とともに確認の

申請を行い、確認を受ける必要 

・なお、民間団体等が防除の認定

を受ける場合も、同様の手順 

被害等を受けた者又は被害等を受

けた者から依頼を受けた者が捕獲

を行う場合、許可権者（都道府県

知事（一部は市町村長へ移譲）又

は地方環境事務所長）に捕獲許可

申請を行い、許可を受ける必要 

（注）1 環境省資料に基づき、当省が作成した。 

2 「予察捕獲」とは、被害防止目的の捕獲のうち、常時捕獲を行い、生息数を低下させる必

要があるほど強い害性が認められ、被害のおそれがある場合に、事前に捕獲数等の計画を策

定することで該当種を一定数捕獲することをいう。 

3 アライグマは鳥獣保護管理法上の狩猟獣に指定されているが、図 2-(2)-③のとおり、狩猟

による捕獲数は多くないため、本表では取り上げていない。 

 

なお、捕獲作業に必要なわなの購入等の経費については、鳥獣による農

林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成 19 年法

律第 134 号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。）に基づく被害防止計画

を地方公共団体が作成し、アライグマを対象鳥獣として定めた場合、特別

交付税や補助事業による財政支援を受けることができる。 

 

イ 今回、調査対象 20 市町村におけるアライグマの生息状況を、上記（2）

の環境省が公表しているアライグマの生息分布調査の結果を基に当該市町
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村の属する都道府県別の定着段階（注 5）に当てはめてみたところ、「侵入初

期段階」にあると考えられるものは 9 市町村、「定着・分布拡大段階」にあ

ると考えられるものは 11 市町村となった。 

（注 5）行動計画によれば、外来種対策では、対象種の定着段階によって効果のある対策が異なる

ため、定着段階を考慮した対応が求められているが、アライグマの生息状況を定着段階別に

分類するための区分や定義は必ずしも明確となっていない。 

このため、本政策評価においては、調査対象市町村について、防除マニュアルを参考に、

上記（2）の環境省が公表しているアライグマの生息分布調査の結果に基づき、図 2-(2)-①

の平成 29 年度調査結果のみで生息が確認されているものについては「侵入初期段階」、18 年

度調査結果と 29 年度調査結果を比較した場合に、双方で生息が確認されているもの又は生

息分布域が拡大しているものについては「定着・分布拡大段階」として便宜整理した。 

 

20 市町村における平成 25 年 4 月から令和元年 8 月までのアライグマ対

策に係る取組状況と担当者の意見についてみると、以下のとおりである。 

(ｱ) 「侵入初期段階」にあると考えられる 9 市町村 

9 市町村における防除の取組状況をみると、表 2-(4)-②のとおり、外

来生物法に基づく防除による捕獲を行っていたものが 5 市町村、鳥獣保

護管理法に基づく被害防止目的の捕獲を行っていたものが 8 市町村みら

れ、いずれの市町村においても、いずれかの仕組みを活用してアライグ

マの防除を行っていた。また、当該 9 市町村のうち、アライグマを対象

鳥獣とし、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画を作成していたも

のが 7 市町村、箱わなの貸出しを行っていたものが 5 市町村あった。 

 

行動計画や防除マニュアルでは、将来的な被害の拡大と防除費用の増

大を考慮すると、侵入初期において徹底した防除により地域から完全に

排除することが最も効果的・効率的とされている（注 6）。侵入初期に当た

る市町村がこれに沿って捕獲等に取り組むとすれば、アライグマの生息

状況の把握と早期防除が望ましいことになる。 

（注 6）アライグマは年 1 回繁殖し、平均で 3、4 頭出産すると言われている。防除マニュアルで

紹介されている、兵庫県が実施したアライグマの生息頭数予測変化によると、ある地域の

アライグマの生息数を 100 頭と仮定し、全く捕獲を行わない場合、生息数は 6 年後に約 5

倍、10 年後に約 50 倍になるとされている。 
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表 2-(4)-② 9 市町村におけるアライグマの防除の取組状況 

区 分 調査対象数 

外来生物法に基づく防除 被害防

止目的

の捕獲 

被害防

止計画

の作成 

箱わな

の貸出

し 

防除の

確認 
捕獲 

講習会

の開催 

市町村数 9 7 5(4) 4 8 7 5 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 「防除の確認」については、市町村が取得しているものだけでなく、都道府県が取得

し、市町村職員が防除従事者として登録されているものを含めている。 

3 外来生物法に基づく防除による「捕獲」及び鳥獣保護管理法に基づく「被害防止目的

の捕獲」については、捕獲実績があったか否かにかかわらず、実際に防除の取組を行

っているものについてカウントした。また、「捕獲」の（ ）内は、被害防止目的の捕

獲を行っている市町村の数を示す。 

4 「講習会の開催」は、狩猟免許所持者以外の防除従事者の育成・確保を目的とした捕

獲技術等の講習会などを指す。 

 

そこで、まず、9 市町村における令和元年 8 月末現在のアライグマの生

息状況の把握状況についてみたところ、2 市町村では、生息状況の把握の

ための特別な取組をしていなかったが、残りの 7 市町村は、捕獲情報や

目撃情報等を基に生息状況を把握していた。 

特段の把握のための取組をしていない 2 市町村の担当者に理由を尋ね

たところ、「アライグマによる被害が深刻ではなく、住民から被害情報が

寄せられてもアライグマかどうか判別できないため、ハクビシンと区別

していない」等の意見がみられた。 

把握をしている 7 市町村をみても、うち 5 市町村の担当者は、把握が

十分でなく対策も限定的である旨を述べている。具体的には、「アライグ

マによる被害は顕在化しておらず、定着段階も判断できないため、箱わ

なの貸出しなど限定的な対策しかできていない」、「市全体ではアライグ

マの生息数が増加している可能性が高く、防除の取組による効果の発現

は不十分」、「山間部とその周辺地区でアライグマの捕獲頭数が増えてお

り、市だけでなく広域的な対応が必要と感じているなど、従来の対策だ

けでは、効果の発現は不十分」などの意見がみられた。「アライグマは市

町村や都府県の境界をまたいで移動することから、市町村が単独で対策

を実施しても効果は限られるため、国や都道府県が広域的な対策を主導

してほしい」といった意見を述べる担当者もいた。 

 

 (ｲ) 「定着・分布拡大段階」にあると考えられる 11 市町村 

11 市町村における防除の取組状況をみると、表 2-(4)-③のとおり、外

来生物法に基づく防除による捕獲や鳥獣保護管理法に基づく被害防止目
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的の捕獲を行っていたものがそれぞれ 7 市町村みられ、いずれの市町村

においても、いずれかの仕組みを活用してアライグマの防除を行ってい

た。また、当該 11 市町村のうち、アライグマを対象鳥獣とし、鳥獣被害

防止特措法に基づく被害防止計画を作成していたものが 10 市町村、箱わ

なの貸出しを行っていたものが 9 市町村あった。 

 

表 2-(4)-③ 11 市町村におけるアライグマの防除の取組状況 

区 分 調査対象数 

外来生物法に基づく防除 被害防

止目的

の捕獲 

被害防

止計画

の作成 

箱わな

の貸出

し 

防除の

確認 
捕獲 

講習会

の開催 

市町村数 11 10 7(3) 5 7 10 9 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 「防除の確認」については、市町村が取得しているものだけでなく、都道府県が取得

し、市町村職員が防除従事者として登録されているものを含めている。 

3 外来生物法に基づく防除による「捕獲」及び鳥獣保護管理法に基づく「被害防止目的

の捕獲」については、捕獲実績があったか否かにかかわらず、実際に防除の取組を行

っているものについてカウントした。また、「捕獲」の（ ）内は、被害防止目的の捕

獲を行っている市町村の数を示す。 

4 「講習会の開催」は、狩猟免許所持者以外の防除従事者の育成・確保を目的とした捕

獲技術等の講習会などを指す。 

 

行動計画や防除マニュアルでは、既に定着している地域においては、

当面は根絶の実現性は低いため、分布域の拡大阻止（封じ込め）や生息数

の低減を図ることとされている。 

アライグマの生息数を減少させるためには、毎年、増加する個体数を

上回る捕獲が必要である（注 7）。そのためには、これまでの捕獲実績や生

息状況等を踏まえ、捕獲頭数など具体的な防除の目標を設定して取り組

むことが重要と考えられる。 

そこで、11 市町村の平成 30 年度における防除の目標の設定状況をみ

たところ、4 市町村では、「数値目標の根拠となるアライグマの生息数を

把握できておらず、何頭捕獲すれば効果的なのかが判断できない」、「数

値目標を設定したとしても、捕獲頭数の把握だけでは目標を達成できた

か否かが判断できないため、防除の取組の評価が難しい」等の理由から、

捕獲頭数の目標を設定していなかった。特に、当該 4 市町村のうち 1 市

町村では、アライグマの捕獲情報等を収集・記録していたものの、これら

のデータを活用した分析評価（例えば、生息分布を地図化するなど）や当

該評価結果を踏まえた取組を実施していなかった。 

なお、当該市町村では、捕獲頭数が平成 25 年度の 5 頭から 30 年度に

は 115 頭へと急増しており、アライグマの定着が進んでいることがうか
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がわれた。 

残りの 7 市町村では、鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画にお

いて、捕獲頭数の目標を設定していた。当該目標数値は、過去の捕獲実績

を基に設定されており、年間で 20 頭から 300 頭と市町村間で幅がある。

捕獲実績では、目標を達成していたのは 3 市町村、未達成は 4 市町村で

ある。目標達成のうち 2 市町村では、平成 28 年度から 30 年度の 3 か年

度にわたり目標を上回る捕獲を行っているが、農作物被害額は低減して

いない。 

目標数値が過去の捕獲実績を基にしている限り、生息数の増減との関

係は薄いと言わざるを得ず生息数や被害の低減につながらないとしても

不思議ではない。しかし、市町村には、自らの過去の捕獲実績のほかには

国からは上記(3)イで述べた限られた情報しか提供されていないので、現

在のような対応となるのはやむを得ない。 

（注 7）前出の兵庫県が実施したアライグマの生息頭数予測変化によると、ある地域のアライグ

マの生息数を 100 頭と仮定し、毎年一定量を捕獲した場合、生息数の 40％程度の捕獲数では

生息数の増加を抑制することができず、50％以上を毎年捕獲した場合は、生息数が減少する

とされている。したがって、捕獲を行っても効果が上がらない場合は、捕獲数が足りないと

考えられることから、十分な捕獲数を確保していくことが重要となる。 

 

以上のことから、環境省は、地方公共団体において捕獲等の防除活動が効

果的に実施できるよう、各地域におけるアライグマの生息分布状況など必要

な情報の提供について、現在の取組の検証や評価を行った上で、その在り方

について検討することが必要と考える。 

 

(5) 外来生物法と鳥獣保護管理法を相互に活用した取組 

行動計画や防除マニュアルでは、既にアライグマが定着している地域にお

いて、分布域の拡大阻止や生息数の低密度化を図るためには、防除従事者を

増やし、わなによる捕獲圧を強化することが重要とされている。 

外来生物法に基づく防除では、鳥獣保護管理法に基づく捕獲と異なり、狩

猟免許を持たない者でも簡便に捕獲活動に参加できる。アライグマをこれに

より捕獲しようとする場合には、防除の確認（注 8）を受け、捕獲技術等の講

習会を開催することなどにより、防除従事者（注 9）の育成・確保に努めるこ

とができる。 

（注 8）市町村は、外来生物法第 18 条第 1 項に基づく防除の確認を受けてアライグマの防除を行うた

めに、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則（平成 17 年農林水

産省・環境省令第 2 号）第 23 条及び「プロキュオン・ロトル（アライグマ）の防除に関する件」

（平成 17 年農林水産省・環境省告示第 9 号）に基づき、確認の申請書と共に、防除の内容、防除

の目標、防除の従事者に関する事項等を具体的に定めた防除実施計画書を主務大臣（地方環境事
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務所長及び地方農政局長等に権限が委任）に提出し、主務大臣の確認を受ける必要がある。 

（注 9）外来生物法に基づく防除の確認を受けた市町村では、捕獲技術等の講習会を受講するなどし

て適切な捕獲と安全に関する知識及び技術を有していると認められる者については、狩猟免許を

受けていなくても、防除従事者に含むことができる（表 2-(4)-①「狩猟免許非所持者の扱い」欄

参照）。また、当該防除従事者は、わなの設置から捕獲、運搬までの一連の作業を行うことが可能

になる。 

 

行動計画や防除マニュアルに言う「既に定着している地域」については、

少なくとも上記(4)イ(ｲ)で「定着・分布拡大段階」にあると考えられるとし

た 11 市町村が当てはまると考えられる。そこで、当該 11 市町村について、

外来生物法に基づく防除の確認の取得状況をみてみた。 

その結果、令和元年 8 月末現在、1 市町村では防除の確認を受けていなか

った。その理由について、当該市町村の担当者は、野生鳥獣の駆除を求める

住民にとっては、アライグマのみが防除対象とは限らず、在来種のイタチや

外来種のハクビシンといった被害を及ぼすおそれのある鳥獣にも幅広く対

応するためには、鳥獣保護管理法に基づく捕獲の方が対応しやすいためと説

明している。 

残りの 10 市町村では、いずれも防除の確認を受けていた。しかし、そのう

ち 3 市町村では、「アライグマ以外の鳥獣についても被害防止目的の捕獲を

行っているため、外来生物法に基づく防除のみでは対応できない」、「アライ

グマによる被害は、ハクビシンによるものと判別が難しく、両方を捕獲しよ

うとすると被害防止目的の捕獲に頼らざるを得ない」（注 10）などとして、外

来生物法に基づく防除を行っていなかった。 

また、外来生物法に基づく防除による捕獲を行っている 7 市町村であって

も、防除従事者を増やす捕獲技術等の講習会の開催状況をみると、講習会を

開催していないものが 2 市町村あった。 

今回調査対象とした市町村の取組を総じて言えば、アライグマについては、

農林水産業に対する被害に焦点があり、外来生物法のほか、いわゆる被害防

止目的の鳥獣対策の一環として鳥獣保護管理法に基づく捕獲の仕組みが活

用されていたと言える（注 10）。 

外来生物対策としてのアライグマへの取組においては、その「優先的な防

除」が実現すれば、捕獲の根拠法が何であるかを問うものではないとも考え

られる。「アライグマの防除」という目的のために二つの仕組みが用意されて

いる現状を踏まえれば、それぞれの効果、メリット・デメリットなどを整理

して、評価し、二つの仕組みが相互に補い合い、防除の取組がより効果的に

行われるよう、総合的な取組の方針を市町村に示すなど、実務における適切

な手段の選択を支援する取組が有用であり検討すべきであると考える。 

（注 10）外来生物法に基づく防除の仕組みでは、箱わな等に在来の鳥獣がかかった場合（錯誤捕獲）
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に放出しなければならず、在来の鳥獣を捕獲することができない。このため、外来種や在来種に

かかわらず、農林水産業の被害を防止する観点から対策を実施する必要のある市町村では、鳥獣

保護管理法に基づく捕獲の仕組みを活用してアライグマを含む被害防止目的の捕獲を実施して

いる。 

 

なお、このようなアプローチは、アライグマに限らず、外来生物法と鳥獣

保護管理法の適用を受ける全ての外来種についての先例となり得ることを付

言する。 

 

 

 




